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○沖縄県松くい虫の防除に関する条例施行規則 

平成14年３月30日規則第19号 

改正 

平成18年３月31日規則第51号 

平成19年３月30日規則第56号 

平成21年３月16日規則第５号 

令和３年３月26日規則第22号 

令和７年３月18日規則第４号 

沖縄県松くい虫の防除に関する条例施行規則をここに公布する。 

沖縄県松くい虫の防除に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、沖縄県松くい虫の防除に関する条例（平成14年沖縄県条例第20号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（移動の届出） 

第２条 条例第６条第１項の規則で定める地域は、別表第１のとおりとする。 

２ 条例第６条第１項又は第２項の規定による届出は、松の伐採木等移動届出書（第１号様式）に

よりしなければならない。 

３ 条例第６条第１項第５号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(１) 数量及び形状 

(２) 荷受人の住所及び氏名又は名称 

(３) 積載する場所及び積載日 

(４) 荷揚げする場所及び荷揚日 

(５) その他参考となる事項 

４ 条例第６条第２項の規則で定める地域は、別表第２のとおりとする。 

５ 条例第６条第３項の規定による届出は、松の伐採木等移動変更届出書（第２号様式）によりし

なければならない。 

（利用の届出） 

第３条 条例第７条第１項の規定による届出は、被害木利用届出書（第３号様式）によりしなけれ

ばならない。 

２ 条例第７条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 
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(１) 利用の開始日 

(２) 利用の完了予定日 

(３) 数量 

(４) その他参考となる事項 

３ 条例第７条第２項の規定による届出は、被害木利用変更届出書（第４号様式）によりしなけれ

ばならない。 

４ 条例第７条第３項の規定による届出は、被害木利用完了届出書（第５号様式）によりしなけれ

ばならない。 

（受理書の交付） 

第４条 知事は、条例第６条各項又は第７条各項の規定による届出を受理したときは、受理書（第

６号様式）を当該届出をした者に交付するものとする。 

（届出の経由） 

第５条 条例第６条各項又は第７条各項の規定による届出は、当該届出に係る松の伐採木等又は被

害木の所在地を管轄する農林水産振興センター又は林業事務所の長を経由してしなければならな

い。ただし、その所在地が別表第１に掲げる地域にあるものについては、知事にしなければなら

ない。 

（身分証明書の様式） 

第６条 条例第８条第２項の職員の身分を示す証明書の様式は、第７号様式のとおりとする。 

（勧告の方法） 

第７条 条例第９条各項の規定による勧告は、書面により行うものとする。 

（公表の方法） 

第８条 条例第10条第１項の規定による公表は、沖縄県公報による公告その他知事が適当と認める

方法により、次に掲げる事項について行うものとする。 

(１) 勧告を受けた者の住所及び氏名又は名称 

(２) 勧告の内容 

(３) その他知事が必要と認める事項 

（意見を述べる機会の付与） 

第９条 条例第10条第２項の規定による意見を述べる機会の付与は、知事が口頭ですること（以下

「口頭による意見陳述」という。）を認めた場合を除き、条例第９条各項の規定による勧告を受

けた者（以下「勧告を受けた者」という。）が、意見及び証拠を記載した書面（以下「意見書」
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という。）を提出して行うものとする。 

２ 知事は、勧告を受けた者に対し意見を述べる機会を与えるときは、意見書の提出期限（口頭に

より意見を述べる機会を与える場合には、その日時）までに相当な期間をおいて、その旨及び公

表しようとする内容その他必要な事項を書面により通知するものとする。 

３ 前項の通知を受けた者（以下「当事者」という。）は、やむを得ない事情のある場合には、知

事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時の変更を申し出ることができる。 

４ 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき

日時を変更することができる。 

５ 知事は、当事者に口頭により意見を述べる機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載し

た書面を作成するものとする。 

６ 知事は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意

見陳述をしなかったときは、条例第10条第１項の規定による公表をすることができる。 

附 則 

この規則は、平成14年６月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第51号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第56号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月16日規則第５号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（令和３年３月26日規則第22号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月18日規則第４号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

 地域 

１ 
アメリカ合衆国、カナダ、スペイン王国、大韓民国、台湾、中華人民共和国、ポルトガ

ル共和国、メキシコ合衆国 
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２ 北海道を除く都道府県の区域 

別表第２（第２条関係） 

地域 

沖縄島、伊江島、久米島、南大東島又は北大東島の地域をその区域とする市町村の区域 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 

 



7/11 

第３号様式（第３条関係） 
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第４号様式（第３条関係） 
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第５号様式（第３条関係） 
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第６号様式（第４条関係） 
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第７号様式（第６条関係） 

 


